
      
 
 
 
 

第
一
章 

 

名
称
と
事
務
所 

 

（
名    

称
） 

第
一
条 

 

本
連
盟
は
小
平
市
ス
キ
ー
連
盟
と
称
す
る
。（
略
称
Ｓ
・
Ａ
・
Ｋ
） 

 

（
事 

務 

所
） 

第
二
条 

 

本
連
盟
は
事
務
所
を
小
平
市
津
田
町
一
ー
一
ー
一
小
平
市
民
総
合
体
育

館
内 

小
平
市
体
育
協
会
事
務
局
に
置
く
。 

 
 
 
 

  

第
二
章 

 

目
的
及
び
事
業 

 

（
目    

的
） 

第
三
条 

 

本
連
盟
は
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
団
体
で
あ
っ
て
、
ス
キ
ー
の 

 
 
 
 
 

正
し
い
普
及
、
振
興
を
期
し
、
も
っ
て
市
民
の
体
位
向
上
を
図 

 
 
 
 
 

り
、
併
せ
て
各
加
盟
団
体
及
び
関
係
諸
団
体
と
の
親
睦
を
図
る 

 
 
 
 
 

こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
事    

業
） 

第
四
条 

 

本
連
盟
は
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
為
、
次
の
事
業
を
行
う
。 

 
 
 
 

１
．
ス
キ
ー
競
技
会
、
バ
ッ
チ
テ
ス
ト
、
講
習
会
を
開
催
す
る
こ 

 
 
 
 
 
 

と
。 

 
 
 
 

２
．
各
加
盟
団
体
と
の
共
催
に
よ
る
講
習
会
の
開
催
並
び
に
事
業 

 
 
 
 
 
 

へ
の
後
援
を
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

３
．
小
平
市
ス
キ
ー
界
を
代
表
し
て
東
京
都
ス
キ
ー
連
盟
並
び
に 

 
 
 
 
 
 

小
平
市
体
育
協
会
に
加
盟
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

４
．
小
平
市
を
代
表
す
る
選
手
を
選
考
し
、
各
種
大
会
に
代
表
を 

 
 
 
 
 
 

送
る
こ
と
。 

 
 
 
 

５
．
本
連
盟
の
所
属
会
員
の
登
録
を
行
な
う
こ
と
。 

 
 
 
 

６
．
研
究
会
、
講
習
会
及
び
映
画
会
を
開
催
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

７
．
そ
の
他
、
本
連
盟
の
目
的
達
成
に
必
要
な
る
事
業
を
行
う
こ 

 
 
 
 
 
 

と
。 

   
 
 
 
 

第
三
章 

 

加 

盟 

団 

体 

 

（
加
盟
の
資
格
） 

第
五
条 

 

団
体
加
盟 

 
 
 
 

  

本
連
盟
の
加
盟
団
体
は
本
連
盟
の
目
的
に
賛
同
し
て
正
し
く
結 

 
 
 
 
 

成
さ
れ
た
市
内
の
ス
キ
ー
団
体
（
ク
ラ
ブ
等
）
と
す
る
。 

 
 
 
 

  

加
盟
団
体
は
五
名
以
上
の
会
員
が
在
籍
す
る
こ
と
を
要
す
る
。 

 
 

  

２
．
個
人
加
盟 

 
 
 
 

  

そ
の
他
の
個
人
で
市
内
に
在
住
、
在
勤
、
在
学
し
、
本
連
盟
の 

 
 
 
 
 

目
的
に
賛
同
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
加
盟
の
方
法
） 

第
六
条 

 

本
連
盟
に
加
盟
し
よ
う
と
す
る
団
体
及
び
個
人
は
、
所
定
の
申 

 
 
 
 
 

込
書
に
別
に
定
め
る
加
盟
金
、
年
間
負
担
金
を
添
え
て
本
連
盟 

 
 
 
 
 

事
務
局
あ
て
に
申
し
込
む
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 

 

 

（
加
盟
の
承
認
及
び
脱
退
） 

第
七
条 

 

本
連
盟
へ
の
加
盟
は
理
事
会
の
審
議
を
経
て
総
会
に
て
承
認
さ 

 
 
 
 
 

れ
る
。 

 

第
八
条 

 

加
盟
団
体
及
び
個
人
が
本
連
盟
を
脱
退
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、 

 
 
 
 
 

そ
の
理
由
を
明
記
し
た
脱
退
届
を
会
長
宛
提
出
し
な
け
れ
ば
な 

 
 
 
 
 

ら
な
い
。 

   

     

（
除
名
又
は
権
利
の
停
止
） 

第
九
条 

 

加
盟
団
体
及
び
個
人
が
本
連
盟
の
規
約
に
違
反
し
、
或
い
は
著 

 
 
 
 
 

し
く
不
都
合
の
行
為
が
あ
っ
た
と
き
は
、
理
事
会
の
審
議
を
経 

 
 
 
 
 

て
総
会
の
議
決
に
よ
り
そ
の
権
利
を
停
止
し
、
又
は
除
名
さ
れ 

 
 
 
 
 

る
こ
と
が
あ
る
。 

 

（
加
盟
団
体
及
び
個
人
加
盟
者
の
権
利
） 

第
十
条 

 

加
盟
団
体
及
び
個
人
は
本
連
盟
の
主
催
、
共
催
又
は
後
援
す
る 

 
 
 
 
 

各
種
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
が
出
来
る
。 

 

（
加
盟
団
体
及
び
個
人
加
盟
者
の
義
務
） 

第
十
一
条 

 

加
盟
団
体
及
び
個
人
加
盟
者
は
本
連
盟
の
規
約
、
関
係
諸
規
定 

 
 
 
 
 
 

及
び
総
会
の
決
定
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 

２
．
加
盟
団
体
及
び
個
人
加
盟
者
は
第
三
七
条
に
定
め
ら
れ
た
負
担 

 
 
 
 
 
 

金
を
毎
年
五
月
末
ま
で
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 

３
．
加
盟
団
体
は
第
六
条
に
よ
り
届
け
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た 

 
 
 
 
 
 

と
き
は
直
ち
に
連
盟
事
務
局
宛
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（
登 

 

録
） 

第
十
二
条 

 

加
盟
団
体
は
、
そ
の
所
属
会
員
を
掌
握
し
、
本
連
盟
を
通
じ
全 

 
 
 
 
 
 

日
本
ス
キ
ー
連
盟
に
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 

２
．
登
録
は
、
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
資
格
と
す
る
。 

 
 
 
 

３
．
登
録
に
つ
い
て
は
、
全
日
本
ス
キ
ー
連
盟
登
録
規
定
に
よ
る
も 

 
 
 
 
 
 

の
と
す
る
。 

   
 
 
 
 
 

第
四
章 

 
役 

 

員 

 

（
役 

 

員
） 

第
十
三
条 

 

本
連
盟
に
次
の
役
員
を
置
く
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

会 
  

長 
 
 
 

一
名 

 
 
 
 
 
 
 
 

副 

会 

長 
 
 
 

若
干
名 

 
 
 
 
 
 
 
 

理 

事 

長 
 
 
 

一
名 

 
 
 
 
 
 
 
 

副
理
事
長 

 
 
 

一
名 

 
 
 
 
 
 
 
 

理 
 

事 
 
 
 

若
干
名 

 
 
 
 
 
 
 
 

監 
 

事 
 
 
 

二
名 

 
 
 
 
 
 
 
 

名
誉
会
長 

 
 
 

若
干
名 

 
 
 
 
 
 
 
 

顧 
 

問 
 
 
 

若
干
名 

 

（
役
員
の
選
出
） 

第
十
四
条 

 

理
事
．
幹
事
は
総
会
に
お
い
て
会
員
中
の
候
補
者
よ
り
選
出
す
る 

 
 
 
 
 

 

１
． 

候
補
者
の
う
ち
加
盟
団
体
に
所
属
す
る
者
は
加
盟
団
体
か
ら
の 

推
薦
に
よ
り
候
補
者
と
な
る
事
が
出
来
る
。 

２
． 

候
補
者
の
う
ち
加
盟
団
体
に
所
属
し
な
い
者
は
理
事
の
推
薦
を 

受
け
理
事
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
推
薦
し
た
理
事

は
そ
の
候
補
者
が
適
任
と
判
断
し
た
理
由
を
理
事
会
で
説
明
し
、

理
事
会
の
議
決
に
よ
っ
て
候
補
者
と
な
る
事
が
出
来
る
。 

３
． 

会
長
、
副
会
長
は
理
事
の
互
選
に
よ
り
選
出
す
る
。 

４
． 

理
事
長
、
副
理
事
長
は
理
事
の
互
選
に
よ
る
。 

５
． 

名
誉
会
長
は
、
会
長
職
に
あ
っ
た
も
の
で
、
理
事
会
に
て
推
薦

し
会
長
が
委
嘱
す
る
。 

６
． 

顧
問
は
、
理
事
会
の
承
認
を
経
て
会
長
が
委
嘱
す
る
。 

 

（
会
長
・
副
会
長
） 

第
十
五
条 

 

会
長
は
本
連
盟
を
代
表
し
、
会
務
を
統
理
す
る
。 

 
 
 
 

２
．
副
会
長
は
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
事
故
あ
る
と
き
、
又
は
欠
け 

 
 
 
 
 
 

た
る
と
き
は
こ
れ
を
代
行
す
る
。 

 

（
理 

 

事
） 

小 

平 

市 

ス
キ
ー
連
盟
規
約 

 
 
 
  

 
  

 

令
和
五
年
六
月
二
十
四
日
改
定 



第
十
六
条 

 

理
事
は
理
事
会
を
構
成
し
会
務
を
執
行
す
る
。 

 
 
 
 

 

（
理 
事 
長
・
副
理
事
長
） 

第
一
七
条 

 
理
事
長
は
理
事
会
の
会
務
を
掌
握
す
る
。 

 
 
 
 

２
．
副
理
事
長
は
理
事
長
事
故
あ
る
と
き
、
又
は
欠
け
た
る
と
き
は 

 
 
 
 
 
 

こ
れ
を
代
行
す
る
。 

  

（
監 

 

事
） 

第
一
八
条 

 

監
事
は
会
計
及
び
会
務
を
監
査
す
る
。 

 
 
 
 

２
．
監
事
は
理
事
会
に
出
席
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
名
誉
会
長
） 

第
十
九
条 

 

名
誉
会
長
は
、理
事
会
に
出
席
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
顧 

 

問
） 

第
二
十
条 

 

顧
問
は
、
会
長
の
諮
問
に
応
じ
理
事
会
に
出
席
し
て
意
見
を 

 
 
 
 
 
 

述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
役
員
の
任
期
） 

第
二
十
一
条 

 

本
連
盟
役
員
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。 

 
 
 
 

２
．
役
員
中
欠
員
を
生
じ
た
と
き
は
、
総
会
の
委
任
に
よ
り
、
理 

 
 
 
 
 
 

事
会
の
決
議
に
よ
り
補
充
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
だ
し
補 

 
 
 
 
 
 

充
役
員
の
任
期
は
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。 

 
 
 
 

３
．
役
員
は
任
期
満
了
後
も
後
任
役
員
の
就
任
が
あ
る
ま
で
は 

 
 
 
 
 
 

そ
の
職
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
そ 

の 

他
） 

第
二
十
二
条 

本
連
盟
の
関
係
団
体
へ
の
役
員
派
遣
は
理
事
会
に
お
い
て
審 

 
 
 
 
 
 

議
の
上
、
理
事
又
は
加
盟
団
体
の
所
属
会
員
中
よ
り
選
出
す 

 
 
 
 
 
 

る
も
の
と
し
、
そ
の
定
数
及
び
任
期
は
派
遣
先
団
体
の
規
約 

 
 
 
 
 
 

に
よ
る
。 

 
 
 
 
 
 

第
五
章 

 

運 
 

営 

 

（
総 

 

会
） 

第
二
十
三
条 

総
会
は
本
連
盟
の
最
高
議
決
機
関
で
あ
る
。 

 

第
二
十
四
条 

総
会
は
次
の
事
項
を
審
議
決
定
す
る
。 

 
 
 
 

１
．
予
算
の
審
議
並
び
に
決
算
の
承
認 

 
 
 
 

２
．
事
業
計
画
と
事
業
報
告 

 
 
 
 

３
．
加
盟
団
体
の
提
出
議
案
の
審
議 

 
 
 
 

４
．
役
員
の
選
出 

 
 
 
 

５
．
本
規
約
の
改
廃 

 
 
 
 

６
．
新
加
盟
団
体
の
承
認 

 
 
 
 

７
．
そ
の
他
議
決
を
要
す
る
事
項 

 

第
二
十
五
条 

総
会
は
毎
年
一
回
六
月
に
会
長
が
招
集
す
る
。
た
だ
し
会
長
が 

 
 
 
 
 
 

必
要
と
認
め
た
と
き
、
又
会
員
総
数
の
三
分
の
一
以
上
か
ら
請 

 
 
 
 
 
 

求
の
あ
っ
た
と
き
は
、
会
長
は
臨
時
に
こ
れ
を
招
集
し
な
け
れ 

 
 
 
 
 
 

ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 

２
．
総
会
の
招
集
は
、
会
議
開
催
の
日
の
二
週
間
前
に
書
面
を
以
て 

 
 
 
 
 
 

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
六
条 

総
会
は
会
員
を
以
て
構
成
す
る
。 

 

第
二
十
七
条 

総
会
は
会
員
総
数
の
二
分
の
一
以
上
の
出
席
が
な
け
れ
ば
開
く 

 
 
 
 
 
 

こ
と
が
出
来
な
い
。な
お
、総
会
は
委
任
状
に
よ
る
出
席
を
認
め
る
。 

た
だ
し
同
一
議
題
で
再
度
招
集
し
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

 

第
二
十
八
条 

加
盟
団
体
よ
り
の
提
出
議
案
は
会
議
開
催
の
日
の
二
週
間
前
に 

 
 
 
 
 
 

書
面
を
以
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
二
十
九
条 

総
会
に
お
け
る
議
決
は
出
席
会
員
の
多
数
決
に
よ
る
も
の
と
し
、 

 
 
 
 
 
 

賛
否
同
数
の
と
き
は
議
長
が
決
す
る
。 

 

第
三
十
条 

 

総
会
は
議
事
録
を
作
成
し
、
保
存
す
る
。 

 

（
理 

事 

会
） 

第
三
十
一
条 

理
事
会
は
本
連
盟
の
会
務
を
執
行
す
る
機
関
で
あ
る
。 

  

第
三
十
二
条 

理
事
会
は
会
長
・
副
会
長
及
び
理
事
を
以
て
構
成
し
、
理
事
長 

 
 
 
 
 
 

が
議
長
と
な
る
。 

 
 
 
 

 

第
三
十
三
条 

理
事
会
は
必
要
に
応
じ
て
理
事
長
が
招
集
す
る
。 

 

第
三
十
四
条 

理
事
会
は
構
成
人
員
の
二
分
の
一
以
上
の
出
席
人
員
が
な
け
れ
ば
開

く
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
同
一
議
題
で
再
度
招
集
し
た
場
合
は

こ
の
限
り
で
は
な
い
。な
お
会
議
は
委
任
状
に
よ
る
出
席
を
認
め
る
。 

 

 

第
三
十
五
条 

理
事
会
の
議
決
は
出
席
理
事
の
多
数
決
に
よ
る
。
賛
否
同
数
の 

 
 
 
 
 
 

と
き
は
議
長
が
決
す
る
。 

 

第
三
十
六
条 

理
事
会
は
審
議
事
項
の
議
事
録
を
作
成
、
保
存
す
る
。 

 



  
 
 
 
 
 

第
六
章 

 

会 
 

計 

 

（
収 

 

入
） 

第
三
十
七
条 

本
連
盟
の
収
入
は
次
を
以
て
あ
て
る
。 

 
 
 
 

１
．
加
盟
団
体
の
加
盟
金
及
び
負
担
金 

 
 
 
 

２
．
登
録
料
お
よ
び
資
格
登
録
手
数
料 

 
 
 
 

３
．
事
業
に
伴
う
収
益
金 

 
 
 
 

４
．
補
助
金
及
び
寄
付
金 

 
 
 
 

５
．
そ
の
他
の
収
入 

 

（
加
盟
金
・
負
担
金
・
資
格
登
録
手
数
料
） 

第
三
十
八
条 

第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
十
七
条
第
一
項
に
定
め
ら
れ
た 

 
 
 
 
 
 

加
盟
金
及
び
負
担
金
は
次
の
通
り
と
す
る
。 

 

２
．
第
三
十
七
条
第
２
項
に
定
め
ら
れ
た
資
格
登
録
手
数
料
は
、 

所
持
資
格
数
に
関
わ
ら
ず
一
名
年
額
一
〇
〇
〇
円
と
す
る
。 

た
だ
し
、
資
格
と
は
全
日
本
ス
キ
ー
連
盟
公
認
資
格
お
よ
び
、 

東
京
都
ス
キ
ー
連
盟
公
認
資
格
と
す
る
。 

 

（
会
計
年
度
） 

第
三
十
九
条 

本
連
盟
の
会
計
年
度
は
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
翌
年
三
月 

 
 
 
 
 
 

三
十
一
日
に
終
わ
る
。 

 

（
管
理
実
行
） 

第
四
十
条 

本
連
盟
の
収
入
及
び
支
出
は
会
長
が
管
理
し
、
会
計
担
当
の 

 
 
 
 
 
 

理
事
が
そ
の
実
行
に
あ
た
る
。 

 

（
予 

 

算
） 

第
四
十
一
条 

 

本
連
盟
の
収
支
予
算
は
理
事
会
の
審
議
を
経
て
編
成
し
、
新 

 
 
 
 
 
 

年
度
初
頭
の
総
会
の
議
決
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
決 

 

算
） 

第
四
十
二
条 

本
連
盟
の
収
支
決
算
は
監
事
の
監
査
を
経
て
当
該
会
計
年
度 

 
 
 
 
 
 

直
後
の
総
会
に
報
告
し
、
そ
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な 

 
 
 
 
 
 

い
。 

   

（
そ 

の 

他
） 

第
四
十
三
条 

本
連
盟
の
役
員
等
は
そ
の
職
務
の
た
め
の
必
要
な
実
費
及
び 

 
 
 
 
 
 

旅
費
は
支
給
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
支
給
に
関
し
て
は 

 
 
 
 
 
 

別
に
定
め
る
旅
費
規
定
に
よ
る
。 

  
 
 
 
 
 

第
七
章 
 

附 
 

則 

 

第
四
十
四
条 

本
規
定
に
定
め
な
い
事
項
に
関
し
て
は
、
適
時
総
会
に
お
い 

 
 
 
 
 
 

て
審
議
の
上
定
め
る
。 

 

第
四
十
五
条 

本
規
約
の
執
行
は
、
昭
和
四
十
八
年
六
月
三
十
日
と
す
る
。 

 

  
 
 
 
 
 

旅
費
及
び
コ
ー
チ
料
に
関
す
る
規
定 

 

第
一
条 

 
 

小
平
市
ス
キ
ー
連
盟
規
約
第
四
十
二
条
に
よ
り
本
規
定
を 

 
 
 
 
 
 

設
け
る
。 

 

第
二
条 

 
 

役
員
等
が
競
技
会
・
検
定
会
・
研
修
会
・
強
化
合
宿
等
に 

 
 
 
 
 
 

出
席
す
る
場
合
は
、 

 
 
 
 

１
．
交
通
費 

 

特
別
区
内
、
東
京
都
の
区
域
外
、
三
多
摩
地
区
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出
張
は
、
実
費
が
支
給
さ
れ
る
。 

 
 
 
 

２
．
宿
泊
費 

 

実
費
が
支
給
さ
れ
る
。（
但
し
理
事
会
の
承
認
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

よ
る
・
車
中
泊
支
給
せ
ず
） 

 
 
 
 

３
．
日
当 

 
 

業
務
が
四
時
間
未
満
の
場
合 

二
五
〇
〇
円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

業
務
が
四
時
間
以
上
の
場
合 

五
〇
〇
〇
円 

 
 
 
 

４
．
コ
ー
チ
料 

指
導
員
等 

一
日
五
〇
〇
〇
円 

 
 
 
 

５
．
旅
費
用
の
請
求 

出
張
し
た
も
の
が
請
求
す
る
。 

 

第
三
条 

 
 

役
員
が
本
連
盟
を
代
表
し
て
出
張
す
る
場
合
は
前
条
に
準
ず
る
。 

 

第
四
条 

 
 

本
規
約
に
定
め
な
い
事
項
は
理
事
会
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

会
員
五
〇
名
以
上
の
団
体 

会
員
五
〇
名
未
満
の
団
体 

 

会
員
二
〇
名
未
満
の
団
体 

会
員
一
〇
名
未
満
の
団
体 

個 

人 

加 

盟 

者 

 

五
、
〇
〇
〇
円 

四
、
〇
〇
〇
円 

二
、
〇
〇
〇
円 

一
、
〇
〇
〇
円 

一
、
〇
〇
〇
円 

加 

盟 

金 

四
〇
、
〇
〇
〇
円 

三
〇
、
〇
〇
〇
円 

二
〇
、
〇
〇
〇
円 

一
〇
、
〇
〇
〇
円 

 

五
、
〇
〇
〇
円 

負
担
金
（
年
額
） 

 


